
川越都市計画生産緑地地区の変更案（川越市決定）

１ 都市計画生産緑地地区中川越・本庁第２６号生産緑地地区ほか２０地

区を次のように変更する。

２ 都市計画生産緑地地区中川越・名細第２５号生産緑地地区を次のよう

に追加する。

３ 都市計画生産緑地地区中川越・本庁第４６号、川越・本庁第８０号、

川越・高階第４０号、川越・大東第４４号、川越・大東第４８号、川越・

大東第４９号、川越・大東第５０号、川越・大東第５７号、川越・大東

第６４号、川越・霞ケ関第１６号、川越・霞ケ関第２１号生産緑地地区

を廃止する。

［位置及び区域は変更概要図表示のとおり］

理 由

生産緑地法第１４条の規定に基づく行為制限の解除、国土調査等による

地積更正及び既決定の生産緑地地区に介在する農地の新たな指定などに

より、都市計画生産緑地地区を本案のとおり変更するものである。

名 称 面 積 備 考

川越・本庁第２６号生産緑地地区

川越・本庁第１１０号生産緑地地区

川越・本庁第１１６号生産緑地地区

川越・南古谷第２９号生産緑地地区

川越・南古谷第４２号生産緑地地区

川越・南古谷第５４号生産緑地地区

川越・南古谷第５６号生産緑地地区

川越・高階第２－１号生産緑地地区

川越・高階第３７号生産緑地地区

川越・高階第６３号生産緑地地区

川越・高階第６４号生産緑地地区

川越・高階第１３６号生産緑地地区

川越・福原第３０号生産緑地地区

川越・大東第２号生産緑地地区

川越・大東第４３号生産緑地地区

川越・大東第６５号生産緑地地区

川越・大東第７４号生産緑地地区

川越・大東第７５号生産緑地地区

川越・霞ケ関第１－２号生産緑地地区

川越・霞ケ関第２０号生産緑地地区

川越・霞ケ関第２３号生産緑地地区

川越・名細第２５号生産緑地地区
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